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 1 改定の方針について 

 

1.1 今回の経営戦略改定の柱について 

 

令和７年度から令和 1６年度を計画期間と定めた今回の小平町水道事業経営戦略改定には以下を盛

り込んだ計画とする。 

 

 

1. 料金の改定などにより財政基盤の確保に努めること 

理由 

① 水道事業は本来、地方公営企業として利用者の負担を元手に運営する事業であるが、収入に占

める水道料金の割合が低く、一般会計繰入金1に過度に依存して財政基盤が弱いこと。 

② 平成１２年の料金改定から２４年以上改定をしていないこと。 

 

③ 財政基盤を強化するため、現在の料金回収率約３５％から今後 10 年間で３６％以上を維持す

る必要があること。 

上昇率としては１％だが、料金改定をしなければ料金回収率は２１％まで逓減する。 

（料金回収率が下がる要因） 

・今後１０年間で人口が２０％減少する 

・物価上昇が１０年間で２０％増加する 

・更新工事が続くことで減価償却費が３０％増加する 

 

 

 

 

 

  

                                         

 
1 一般会計から投入されるお金のこと。財源は小平町の税金等。 
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 2 方針の背景及び現状分析と経営課題について 

 

2.1 令和６年度決算数値と将来推計値 

以下の図は、令和６年度の決算見込み及び財政シミュレーションに基づく推計です。今後、更新費

用や維持管理費の増加及び人口減少による料金収入の減少が進み、繰入金（３条及び 4 条合計）の割

合が増加することが見込まれます。 

 

 
 

 

 

2.2 小平町水道事業の経営課題 

 

 以下の理由から財源が不足するので、早急な対策が必要になっています 

 

1. 今後、更新費用や維持管理費の増加及び人口減少による料金収入の減少が進み、町からの繰入金

の割合が増加する。 

2. 供用開始(S57.7.10)後、４２年を経過してもなお、料金回収率が低く、資本費に充当する財源が

ない。 

 

 

 

 

 

図 a 令和６年度決算見込みと令和 16 年度推計の損益計算書比較 
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図ｂ 経営戦略の対象事業及び計画期間 

 

 3 本経営戦略改定後の見通し 

 

3.1 対象事業及び計画期間 

本経営戦略は、水道事業を対象としています。 

経営戦略は中長期的な経営の基本計画であり、10 年以上を基本としていることから、本経営戦略の

計画期間は、令和 7 年度から令和 16 年度までの 10 年間とします。 

 
 

 

3.2 実現のためのロードマップ 

総務省「経営戦略の改定推進について」に基づき、「料金回収率の向上に向けたロードマップ」を以

下に示します。 

料金回収率の向上に向けて、令和 9 年度から令和 10 年度に水道料金の在り方を検討し、令和 11 年

度に料金の改定を予定します。また、料金改定の結果を経営戦略へフィードバックするため、料金改

定の 3 年後に経営戦略の見直しを行うサイクルを確立します。 

次に令和 14 年度から令和 15 年度にあらためて水道料金の検討を行い、令和 16 年度に２回目の改

定を予定します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

小平町水道事業経営戦略

（H28年度策定）

小平町水道事業経営戦略

（R6年度改定）

図ｃ 料金回収率の向上に向けたロードマップ 
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3.3 業績目標 

ロードマップに従い、料金回収率の向上に向けた業績目標を以下に示します。 

 
 

 ア．実施予定時期 

  令和 7（2025）年度～令和 16（2034）年度（10 年間） 

 

 イ．料金回収率向上に向けた具体的な取組み 

4 年に 1 度見直すサイクルを確立し、毎年、目標数値と予算、決算数値との比較を行い、公共料

金回収率の向上に取組みます。 

 

  

図ｄ 料金回収率の向上に向けた業績目標 
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 4 経営戦略 
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第 1 章 各種統計 

 

1 水道事業の現状と課題 

1.1 水道事業の沿革 

 

水道事業の沿革、拡張の経緯を下記のとおりです。 

 

■ 水道水源の概要 

浄水施設 通水年度 水源名 水源の種類 浄水処理方法 

小平浄水場 令和 5 年度 小平蘂川 表流水 膜ろ過方式 

 

■ 水道事業の拡張の経緯 

名称 認可等年月日 事業 給水人口 
1 日最大給水量 

（1 日 1 人） 

 

創設 
昭和 39 年 8 月 

第 3814 号 

起工 昭 39.10 

竣工 昭 40.9 

給水開始 昭 40.10 

2,500 人 
600 ㎥ 

（ 240ℓ/人・日） 

第１次拡張 
昭和 44 年 3 月 11 日 

衛施第 529 号 

起工 昭 44.5 

竣工 昭 44.3 

給水開始 昭 44.4 

2,500 人 
600 ㎥ 

（ 240ℓ/人・日） 

第２次拡張 
昭和 53 年 6 月 12 日 

衛施第 638 号 

起工 昭 53.9 

竣工 昭 54.12 

給水開始 昭 55.10 

3,325 人 
1,500 ㎥ 

（ 451ℓ/人・日） 

上水道創設 
昭和 57 年 7 月 1 日 

衛施第 129 号 

起工 昭 57.7 

竣工 昭 58.12 

給水開始 昭 59.1 

6,135 人 
2,404 ㎥ 

（ 392ℓ/人・日） 

上水道拡張 
平成 8 年 5 月 10 日 

環整備第 3-6 号 

起工 平 8.5 

竣工 平 17.3 

給水開始 平 8.12 

5,100 人 
2,545 ㎥ 

（ 499ℓ/人・日） 

上水道 

2 次拡張 

令和元年 12 月 27 日 

環境第 910 号 

起工 令 2.4 

竣工 令 6.7 

給水開始 令 6.10 

3,030 人 
1,770 ㎥ 

（ 584ℓ/人・日） 
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1.2 水道事業の現状 

 

（１）施設概要 

本町の主な水道施設は、次の表 1-1 のとおりです。 

項目 数値 項目 数値 

行政区域内総人口 2,733 人 行政区域内面積     35.01 ㎢ 

計画給水人口 3,030 人 給水開始年月日 昭和 57 年 7 月 10 日 

現在給水人口 2,706 人 統合認可年月日 統合計画無し 

水道普及率 99.00% 職員数 4 名 

計画 1 日最大取水量 2,829 ㎥ 年間取水量 606,235 ㎥ 

計画 1 日最大給水量 1,770 ㎥ 浄水能力 公称能力   2,230 ㎥/日 

水道料金 料金体系 : 用途/口径別 

基本水量    8 ㎥ 

基本料金  1,800 円 

超過料金  250 円/㎥ 

10 ㎥料金 2,300 円 

20 ㎥料金 4,800 円 

年間浄水量 

   478,634 ㎥ 

計画 1 日最大給水量内訳 

表流水（ダム放流） 

 2 か所 508,467 ㎥ 

    

給水原価・供給単価 給水原価   624 円/㎥ 

供給単価  230.2 円/㎥ 

年間給水量 

     376,115 ㎥ 

1 日最大給水量 

         ㎥ 

浄水能力 

         ㎥ 

内訳 

有収水量  287,791 ㎥ 

 生活用  287,791 ㎥ 

 その他       ㎥ 

無収水量   40,144 ㎥ 

無効水量   48,180 ㎥ 

給水件数  1,463 件 

配水池  

配水方式 

 

自然流下式 

池数      15 池 

容 量 1,586 ㎥ 

管路総延長 

        
109,738m 

導水管  282m 

送水管 26,082m 

配水管 83,374m 

① 鋳鉄管 10,651m（導水管 78m、送水管 9,402m 

配水管 1,171m） 

② ダクタイル鋳鉄管 1,651m（導水管 204m、送水管 367m、 

配水管 1,080m） 

③ 硬質塩化ビニル管  90,739ｍ（送水管 16,313ｍ、配水管 74,426ｍ） 

④ ポリエチレン管 6,418m（配水管 6,418m） 

⑤ その他 279ｍ     

水質検査 

水質基準不適合回数         

       0 回 

全検査回数 12 回 

毎日項目 指定検査機関 鉛製給水管使用件数              ０件 

毎月項目 指定検査機関 法定耐用年数超過延長 把握している 1,985ｍ 

全項目  指定検査機関 耐震管 

耐震管延長  5,783m 

耐震適合管延長 3,384m 

把握している  

導水管     204m 

 送水管      53m 

 配水管    5,526m 

全施設の電力使用量 486,521kwh 

消火栓設置状況     67 基 給水停止件数 １件 

 

表 1-1 水道施設の概要 
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（２）区域内人口、処理水量及び有収水量の推移 

① 水道整備人口及び普及状況 

本町では、町全体に当たる行政区域内の人口減少が進む中で、給水人口も緩やかに減少傾向にあ

ります。本町の水道普及率は 99％以上となって、区域の拡張及び未普及地域解消など、今後新規に

施設を建設する見込みはありません。 

 
 

 

② 有収水量及び有収率 

水道事業全体において、人口減少が進み、年間有収水量及び有収率は年々減少傾向にあります。 

 

R1 R2 R3 R4 R5

3,071 2,978 2,887 2,807 2,733

3,040 2,948 2,858 2,779 2,706

98.99 98.99 99.00 99.00 99.01

行政区域内人口

現在給水人口

普及率

94.00

96.00

98.00

100.00

2,500

2,600

2,700

2,800

2,900

3,000

3,100

R1 R2 R3 R4 R5

行政区域内人口 現在給水人口 普及率（人） （％）

R1 R2 R3 R4 R5

397.56 403.00 401.07 399.87 376.12

319.61 313.42 316.49 306.82 287.79

80.39 77.77 78.91 76.73 76.52

年間総配水量

年間総有収水量

有収率

0

20

40

60

80

100

0

100

200

300

400

500

R1 R2 R3 R4 R5

年間総配水量 年間総有収水量 有収率

（千㎥） （％）

図 1-1 給水人口及び普及状況の推移 

図 1-2 有収水量及び有収率の推移 
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（３）水道料金体系及び道内比較 

① 水道料金体系 

本水道事業運営の基本となる財源は水道料金で、その不足分は一般会計が補填しています。 

小平町の料金体系は用途別で基本料金(基本水量 8 ㎥)＋従量制です。月 10 ㎥使用で 2,300 円 

(消費税込み)です。 

現行の水道料金は、次の表 1-2 のとおりです。 

（税込） 

 

種別 用途 

基本料金（1 か月につき） 
超過料金 

（１立方メートルにつき） 
水量 料金 

専用 

一般用 8 立方メートルまで  １，８００円  ２５０円 

営業用 20 立方メートルまで  ５，２５０円  ２８０円 

団体用 20 立方メートルまで  ４，９３０円  ２８０円 

浴場用 100 立方メートルまで  ４，９３０円  １０５円 

工場用 100 立方メートルまで  ９，８７０円  １３５円 

一時用 10 立方メートルまで  ４，５００円  ５００円 

観光用 － － ２８０円 

 

  
表 1-2 水道料金体系表 
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② 北海道内の水道料金の比較 

本町と他自治体における事業別・類型別の水道料金の比較は、次の図のとおりです。 

本町の水道料金については、比較団体の平均値を上回っています。 

 

※水道料金については、20 ㎥と仮定しており、消費税を含んだ金額となっております。 

※総務省のホームページ 令和 4 年度水道事業経営比較分析表より抽出 

※令和 5 年 3 月末日時点での比較を行っております。 

 

 
 

 

  

　

剣淵町 音更町 小平町 美深町 津別町 上川町 訓子府町 中札内村 寿都町 更別村 小清水町 豊富町 愛別町

5,072 4,959 4,800 4,780 4,400 4,350 4,300 4,300 3,740 3,680 3,470 3,410 3,322

4,800
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全道平均 比較団体平均

（円）

図 1-3 北海道内の各自治体の水道料金 
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（４）水道料金収入の推移 

料金収入は、令和元年度の約 7.2 千万円から令和６年度では約 6.5 千万円と減少傾向です。 

また、本町の平均世帯（2 名）の場合の 1 月当たりの料金収入については緩やかに増加しており

ます。 

 

 
 

 

  

図 1-4 水道料金収入の推移 
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1.3 将来の事業環境 

（１）将来予測の方法 

① コーホート要因法 

「コーホート要因法」とは、各コーホート（同じ年又は期間に生まれた人々の集団）について、

「自然増減」（死亡と出生）及び「純移動」（転出入）という二つの「人口変動要因」それぞれに

ついて将来値を仮定し、それに基づいて将来人口を推計する方法です。 

推計の基礎となる過去の実績人口に特殊な変動があった場合は、推計対象期間内の将来人口に

特殊な変動が予想されるため、過去の実績に基づく変化率が将来人口の推計に適さないと思われ

る場合は、この方法を用いることが推奨されています。 

 

② コーホート変化率法 

「コーホート変化率法」とは、各コーホートについて、過去における実績人口の動勢から「変

化率」を求め、それに基づき将来人口を推計する方法です。 

推計する将来が、比較的近い将来の人口で、変化率の算出基礎が近い過去に特殊な人口変動が

なく、また推計対象となる近い将来においても特殊な人口変動が予想されない場合は、比較的簡

便なこの方法を用いることができます。 

今回計画の経営戦略においては適さないため、除外しています。 

 

③ 日本の地域別将来推計人口 

国立社会保障・人口問題研究所において、将来の人口を都道府県別、市区町村別に求めること

を目的としたものです。今回の計画で採用している方法です、 

各論の根拠資料については、令和 2 年（2020）年の国勢調査をもとに、将来人口推計を男女年

齢（5 歳）階級別に行ったものです。 

（https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp） 

 

 

 

  

https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp
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（２）行政区域内人口の見通し 

本経営戦略の基本となる将来における人口については、国立社会保障・人口問題研究所の推計値

により算出した数字を用いています。推計値では令和 22 年（2040 年）には 1,815 人となり平成 22

年（2010 年）の 3,717 人の半数程度になるとしています。 

小平町人口ビジョンでは令和 22 年（2040 年）の目標人口「1,807 人」と設定しています。 

 

 
 

 

（３）水道人口の見通し 

本町の給水人口の見通しは、次の図 1-6 のとおりです。 

 

実績(決算統計より）

R1 R2 R3 R4 R5

行政区域内人口 3,071 2,978 2,887 2,807 2,733

見込み・推計（人口問題研究所より推計）

R6（見込） R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

行政区域内人口 2,674 2,665 2,605 2,545 2,485 2,425 2,361 2,303 2,245 2,187 2,129

2,674 

2,129 
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R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

（人）

推計実績・見込

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

行政区域内人口 2,978 2,887 2,807 2,733 2,674 2,665 2,605 2,545 2,485 2,425 2,361 2,303 2,245 2,187 2,129

給水人口 2,948 2,858 2,779 2,706 2,647 2,638 2,579 2,520 2,460 2,401 2,337 2,280 2,223 2,165 2,108

普及率 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00

2,674 

2,129 
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行政区域内人口 給水人口 普及率
（％）（㎥）

推計実績・見込

図 1-5 行政区域内人口の見通し 

図 1-6 給水人口の見通し 
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（４）年間総配水量及び有収水量の見通し 

本町の処理水量及び有収水量の見通しは、次の図 1-7 のとおりです。 

 

 
 

 

 

（５）料金収入の見通し 

本町の料金収入の見通しは、次の図 1-8 のとおりです。  

※本経営戦略収支計画の数値を反映しています。 

 
 

図 1-7 処理水量及び有収水量の見通し 

図 1-8 料金収入の見通し 
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1.4 水道事業の経営課題 

  

財政上の課題 

1. 今後、更新費用や維持管理費の増加及び人口減少による料金収入の減少が進み、町からの繰入

金の割合が増加します。 

2. 供用開始(昭和 57 年)、42 年を経過してもなお料金回収率が 35％と低く、資本費に充当する財

源がありません。（料金回収率が 100％を下回っている場合、給水にかかる費用が給水収益以

外の収入で賄われていることを意味します）。 

 

災害危機管理対策 

想定される巨大地震、浸水、渇水などの自然災害や新型コロナウイルス等の感染症が発生した場

合においても事業が継続して行えるように、これらに対応するための施設の整備や業務継続体制の

強化がこれまで以上に求められています。 

 

管・施設の効率的な運用 

今後、法定耐用年数を経過する水道施設が多く、多額の更新費用が必要となります。水道施設の

更新に当たってはアセットマネジメント計画に基づき、お客様が安心して水道を使い続けられるよ

う、管・施設を効率的に更新・運用します。※今後 10 年間で推計している更新費用は 19 億円。 

 

技術の承継及び人材の育成 

今後は、技術系職員の高齢化が見込まれており、これまで培ってきた現場対応力や危機管理など

の技術力の継承が課題となっています。また、職員数の減少によるサービスの低下を招かないよう

に、機能的な組織づくりに努め、災害危機管理対策の面からも、包括的業務委託など民間活用に過

剰に依存することなく、本来、行政職員がするべき根幹業務について、検討しながら、水道事業に

携わる人材を育成していく必要があります。 

 

  



 

25 

 

 

2 水道料金の適正水準 

2.1 料金対象経費の予測と料金適正水準の検討 

本町の料金で回収すべき経費をどの程度料金収入で賄えているかを示す料金回収率は、令和 6 年度

決算見込みで 35.1％となっています。本来は 100%が適切です。 

今後は、人口減少等による料金収入の減少や施設等の老朽化に伴う更新需要（建設改良費）の増大

が見込まれることから、経営環境は一層厳しさを増していくものと考えられます。 

サービスを持続的及び安定的に提供していくとともに、町民全体の公平な受益の観点を考慮し、基

準外繰入金に依存した経営状況からの脱却を図り、地方公営企業の原則である独立採算を早急に達成

し、適正な料金収入をもって自立的な経営を目指す必要があるため、水道料金としてどの程度の水準

が適正であるか検討します。 

 

2.2 料金水準の見直しとその影響について 

料金水準については、本来であれば料金回収率として 100%が望ましい姿ですが、ここでは給水原

価となる各数値を適切に捉えるとともに、町民生活への影響を最大限に考慮し、今後の事業経営に必

要となる料金水準を検討します。 

 

 

 

3 投資・財政計画 

3.1 投資計画の検討 

本町での社会人口問題研究所発表の人口推移をもとに処理区域内人口から有収率等により想定さ

れる料金収入の見通し、アセットマネジメント計画に基づく更新等を考慮しながら投資額の平準化を

図り、収支均衡がなされるよう検討します。  

さらに、建設改良等での住民インフラ整備が重要であることから、その財源を確保するためにどの

時期にどういった施策が必要になるか検討します。 

 

3.2 今後の財政運営上の基本方針 

本町において、想定される巨大地震、浸水、渇水、寒波、大雪などの自然災害や新型コロナウイル

ス等の感染症が発生した場合においても事業が継続して行えるように、緊急対応するために必要とな

る資金の確保も含めた財政運営を基本方針とします。 
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3.3 将来シミュレーションの実施及び前提条件 

収益的収支の前提条件 

収支項目 前提条件 

収益   

 

料金収入 

R6 水道料金を基に人口減少率を乗じて推計 

料金単価 令和 6 年度決算見込みを基に推移 

有収水量 
年間総処理水量(水洗化人口の増減率を前年度総処理水量に乗じて算

定)に、有収率（令和 6 年度推測値を固定推移）を乗じて算定 

水洗化人口 

現在処理区域内人口(行政区域内人口に普及率（令和 5 年度決算値を固

定推移）を乗じて算定)に、水洗化率（令和 5 年度決算値を固定推移）

を乗じて算定 

一般会計繰入金 
基準内繰入金 繰出基準に基づき推計 

基準外繰入金 当期純利益が不足しないよう繰入額を調整して推計 

長期前受金戻入 
固定資産の取得に充てた財源である国庫補助金等を計上した長期前受金から、固定

資産の減価償却費等見合い分を順次収益化するものとして推計 

その他 該当なし 

費用 

職員給与費 令和 6 年度決算見込みを基に、毎年 0.3%の賃金上昇を見込む額を推計 

維持管理費 

（職員給与費を除く。） 
令和 6 年度決算見込みを基に、毎年 2.0%の物価上昇率を見込む額を推計 

減価償却費 法定耐用年数に基づき個別に推計 

企業債利息 企業債の元利償還見込に基づき、計画期間中の新規発行債の償還利子を個別に算定 

その他 令和 7 年度以降も計上が見込まれる額を推計 

 

資本的収支の前提条件 

収支項目 前提条件 

収入 

企業債 
将来計画している建設改良費の財源に充てる企業債、資本費平準化債及び特別措置分

について推計 

他会計補助金 出資金を優先とし、不足する場合は計上する 

他会計負担金 該当なし 

出資金 将来計画している建設改良費の財源として推計 

国（道）補助金 将来計画している建設改良費の財源として推計 

その他 該当なし 

支出 
建設改良費 建設改良費については、建設事業計画から推計 

企業債償還金 企業債の元利償還見込に基づき、計画期間中の新規発行債の償還元金を個別に算定 
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3.4 財政計画の策定 

（１）当期純利益、繰越利益剰余金及び資金残高 

 
 

 

令和７年度以降は、水道料金収入と事業経費は収支均衡になるように他会計補助金で調整している

為、繰越利益剰余金については、一定額で推移する見込みです。 

資金残高については、特に規定はありませんが将来の水道施設の整備や更新のための資金、災害や

予期せぬトラブルに備えて緊急時に対応できるだけの現預金を持つことが重要です。今後 10 年間の

料金収入を１年あたり 60 百万円とすると７年分の資金を確保していることになります。 

 

 

  

図 1-9 当期純利益、繰越利益剰余金及び資金残高の見通し 
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（２）料金収入及び料金回収率 

 
 

 

令和６年度以降の料金回収率については、人口減少による料金収入の減少と地方公営企業法適用に

よる経費の増（減価償却費の算入）により有収水量に対する給水原価が高まり、料金回収率が低下す

る見込みです。人口減少については、令和 6 年度から令和 16 年度までの 10 年間で 21％減少する見

込みです。一方、経費の増加は 10 年間で 20％増加する見込みです。結果として現状の供給単価を維

持したまま運営すると料金回収率は 21.6％まで低下する見込みです。 

本来であれば、独立採算制の観点からも一般会計繰入金（基準外）に依存しない事業経営が求めら

れているところであり、徐々にその金額を減少させることが必要であると考えております。 

今後は、水道料金改定を含めた抜本的な経営改善が必要となります。 

 

  

図 1-10 供給単価、給水原価及び料金回収率の見通し 
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（３）収益的収支、基準内繰入金及び基準外繰入金 

 
 

 

令和６年度以降は、人口減少等による有収水量の減少により、料金収入も減少していくことが見込

まれます。 

一方で、補塡財源不足として、毎年度一般会計からの多額の基準外繰入金で賄っていることから、

各年度の収益的収入が一定とならない見込みとなっています。 

本来であれば、独立採算制の観点からも一般会計繰入金（基準外）に依存しない事業経営が求めら

れているところであり、徐々にその金額を減少させることが必要であると考えております。本町にお

いては、資本的収入の基準内繰入金を収益的収入の基準外繰入金にいれる方針としましたので基準外

繰入金が増加しております。 

今後は、水道料金改定を含めた抜本的な経営改善が必要となります。 

 

  

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

収益的収入 132 210 219 235 236 239 245 262 261 279 285 291 296

収益的支出 132 210 220 235 236 239 245 262 261 279 285 291 296

基準内繰入金 0 5 5 10 10 11 11 12 13 13 13 13 13

基準外繰入金 52 106 116 124 125 128 133 146 141 159 165 170 176
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収益的収入 収益的支出 基準内繰入金 基準外繰入金

（百万円）

推計実績・見込

図 1-11 収益的収支、基準内繰入金及び基準外繰入金の見通し 
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（４）資本的収支、基準内繰入金及び内部留保資金 

 
 

 

資本的収入については、今後も建設改良を予定している為、起債償還金額の増加とともに発行額収

入も増加していくことが見込まれます。 

一方で、資本的収支の財源不足を補うために当年度損益勘定留保資金（減価償却費－長期前受金戻

入）で賄いながら不足分は一般会計からの出資金を受け、内部留保資金が枯渇しない運営が求められ

ています。 

独立採算制の観点からも一般会計繰入金（基準外）に依存しない事業経営が求められていますので、

本町は一般会計繰入金（基準外）を組まない方針とします。 

今後は、水道料金改定を含めた抜本的な経営改善が必要となります。  

図 1-12 資本的収支、基準内繰入金及び内部留保資金の見通し 
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3.5 指標分析 

 

■ 経常収支比率（%） 
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■ 累積欠損金比率（%） 
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■ 流動比率（%） 
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■ 料金回収率（%） 
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■ 給水原価（円/㎥） 
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■ 有形固定資産減価償却率（円/㎥） 
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第 2 章 事後検証と経営戦略の見直し 

 

1 事後検証 

毎年度、投資・財政計画と実績値の比較等による分析及び検証を行います。また、少なくとも 5 年

ごとに中期的な経営分析及び検証を行い、基本方針に基づいた施策が実行されているか進捗状況を確

認します。 

このような取組を行うことで職員の経営意識を高め、本経営戦略の目指す目標達成に向け改善を図

りながら水道事業及び下水道事業運営を行っていきます。 

 

2 経営戦略の見直し 

 

本経営戦略は令和７年度から令和 1６年度までの 10 年間を計画期間としております。 

この期間中、毎年度の進捗管理を踏まえ、目標値と実績値の比較分析を確実に実施するために、

PDCA サイクルに基づき、計画の策定（PLAN）、事業の実行（DO）、達成度の評価（CHECK）、改善

（ACTION）を行い、フォローアップしていきます。 

具体的には、各年度において決算実績値と事業の実行（DO）との比較、及び達成度の評価（CHECK）

を行い、改善（ACTION）の必要性があれば計画の策定（PLAN）の見直しをすることで各年度予算編

成にも活用します。 

このように PDCA サイクルを実施することにより、今後の事業を取り巻く環境の変化や住民のニー

ズに適切に対応できるよう、健全な事業運営を行っていきます。 

このうち達成度の評価及び改善については、モニタリング及びローリングにより実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2-1 PDCAサイクル図 

PLAN（計画） DO（実行）

　・各年度の予算編成 ・計画に沿った事業の実施

　・従来の実績をもとにした将

　　来予測、計画の作成

　ACTION（改善） CHECK（評価/検証）

　・結果に基づいた事業改善 ・計画と実績の比較検証、

　・計画の見直し 　評価
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第 3 章 投資・財政計画 

 

1 投資・財政計画 
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令和 7 年３月 

小平町水道事業経営戦略 

 

〒078-3392 北海道留萌郡小平町 

Tel 0164(56)2111 

小平町役場 生活環境課 


